
　１．監査の種類　　　地方自治法第199条第４項の規定に基づく定期監査

　２．監査対象年度　　2019(令和元)年度

　３．監査結果報告　　2020(令和２)年２月12日

所属等 定期監査結果（指摘事項）

【検討中】

【措置済】

【検討中】

【検討中】

【検討中】

2019(令和元)年度　定期監査（本庁・支所等）結果に基づく措置状況等の報告（個別事項）

措　置　状　況　等

文化交流課

芭蕉祭等委託事業に対する実績報告書
に添付する決算書は、支出明細が詳し
く分かるものを添付するよう指導され
たい。

報告日：2020(令和２)年11月６日

事業の委託先である(公財)芭蕉翁顕彰会へ、支
出明細が詳しくわかるものを添付するよう求め
ています。

情報機器における作業や管理業務委託に関して
は、ネットワーク上のセキュリティを確保する
観点から業務委託者への一者随契にせざるを得
ない状況ですが、委託料が削減できるかどうか
契約内容の変更等を検討します。

学校教育ネットワーク維持管理業務委
託について、契約内容の精査を行い、
経費の削減に取り組まれたい。

報告日：2020(令和２)年11月20日

経費が削減できるかどうか契約内容の精査を行
います。

伊賀支所振興課

余野公園管理業務については、３団体
と委託契約を締結し実施されている
が、各団体に対する委託業務内容を明
確にしたうえで、委託金額を検討され
たい。

措置日：2020(令和２)年４月１日

今年度から業務内容を精査し、余野公園トイレ
清掃委託と観光施設草刈清掃等委託を一体化し
て契約を行った。

教育総務課

学校機能を終えた学校用地について、
一部借用地があるため借地契約を継続
しているが、契約解消に向け具体的な
取組みを行われたい。

報告日：2020(令和２)年11月20日

学校機能を終えた学校で、借地契約があるの
は、旧丸柱小学校と休校中の比自岐小学校の２
校です。旧丸柱小学校は学校敷地15,506㎡のう
ち4,131㎡が借地、比自岐小学校は8,695㎡のう
ち4,931㎡が借地となっています。借地返還に
は、施設の解体と土地の現状復旧が必要です
が、解体・測量・復元等経費を要します。ま
た、地域の利用ニーズや避難所に指定されてい
るという現状があるところです。

情報機器保守サポート業務委託につい
て、入札の実施や契約内容の変更等、
委託料削減のための方策を検討された
い。

報告日：2020(令和２)年11月20日


